
福利厚生規程 

 

昭和 42年 5月 28日制定 

 昭和 46年 5月 30日改正 

 昭和 53年 5月 25日改正 

 昭和 60年 5月 20日改正 

平成 4年 5月 10日改正 

平成 16年 5月 23日改正 

平成 26 年 5月 11日改正 

 

 

 

（根拠） 

第１条 一般社団法人熊本県放射線技師会定款第４条に基づき本規程を設ける。 

 

（目的） 

第２条 本規程は、会員相互の親睦ならびに互助を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

２．会員に対する慶祝、弔慰または見舞い。 

３．その他、必要な事業。 

 

（会計） 

第４条 本規程の経費は、会費納入規程による。ただし、必要な場合は総会の承認を得て、臨時会費を

徴収することができる。 

 

第５条 本規程は、第３条の事業遂行のため、必要な経費を支出する。 

２．第３条１項及び第２項の事業に対する支出は、別表支出定額表に基づき支出する。 

 

（責務） 

第６条 本規程の執行に対しては、返礼を要しない。 

 

第７条 会費滞納者は、本規程の利益を受けられない。 

 

第８条 本規程は、原則として本人による申請とし、期限を事項発生日より１年間とする。 



 

 

附則 

１．本規程の改廃は、理事会にはかり、総会の承認を得るものとする。 

２．本規程は、平成２６年５月１１日から施行する。 

 

 

別表  支出定額表 

１．慶祝金 

結婚            １０，０００円 

２．弔慰金 

① 本人死亡の場合    １５，０００円 

② 配偶者死亡の場合    ５，０００円 

３．見舞金 

① 病気療養の場合 

１ヶ月以上にわたる場合  ５，０００円 

② 火災その他の災害等の場合 

その状況により、その都度常務理事会において決定する。ただし、最高額は１０，０００円とする。 


